
 

 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 議員台帳 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局総務課 

個人情報ファイルの利用目的 議員の略歴と表彰歴の記録及び管理を行うため 

記録項目 

１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 電話番

号、６ 本籍、７ 家族関係、８ 職業、９ 職歴、１０ 

学歴、１１ 賞罰、 １２ 所属団体、１３ 行事参加  

記録範囲 議員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 議員名簿 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局総務課 

個人情報ファイルの利用目的 議員の連絡先を把握し、市民等に提供するため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所、３ 電話番号 

記録範囲 議員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 市民等 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 議員の報酬等に関する綴り 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局総務課 

個人情報ファイルの利用目的 報酬等の支払い事務を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 識別番号、３ 所得，収入、４ 口座番号等 

記録範囲 議員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 

5



 

 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 議員の年末調整に関する綴り 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局総務課 

個人情報ファイルの利用目的 所得税を確定するため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 住所、４ 家族関係、５ 婚

姻歴、６ 識別番号、７ 障がいの有無、８ 所得，収入 

記録範囲 議員、議員の扶養家族 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 議員健康診断業務委託に関する綴り 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局総務課 

個人情報ファイルの利用目的 議員の健康管理に関する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 生年月日、３ 年齢、４ 住所、５ 検診

歴，病歴、６ 健康保険証種類、 

記録範囲 議員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 各医療機関 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 議員の資産等公開に関する綴り 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局総務課 

個人情報ファイルの利用目的 議員の資産等を公開する事務を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ 職業、３ 勤務先，所属団体、４ 所得，収

入、５ 資産 

記録範囲 議員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 請願処理簿 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局議事課 

個人情報ファイルの利用目的 請願書の処理及び管理を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 請願書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局議事課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 陳情処理簿 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局議事課 

個人情報ファイルの利用目的 陳情書の処理及び管理を行うため 

記録項目 １ 氏名、２ 住所 

記録範囲 陳情書の提出者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局議事課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 新潟市議会だより郵送名簿 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局調査法制課 

個人情報ファイルの利用目的 議会だより郵送希望者の管理を行うため 

記録項目 
１ 氏名、２ フリガナ、３ 郵便番号、４ 住所、５ 電

話番号、６ 郵送有無 

記録範囲 議会だよりのみ郵送を希望した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局調査法制課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
□法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 政務活動費支出伝票 

行政機関等の名称 新潟市議会議長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

議会事務局調査法制課 

個人情報ファイルの利用目的 政務活動費の支出における証拠書類（添付書類） 

記録項目 領収書記載項目（１ 住所、２ 氏名、３ 電話番号） 

記録範囲 領収書を議員に提出した者 

記録情報の収集方法 議員 

要配慮個人情報 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

新潟市議会事務局総務課 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1-602-1 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 
■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間 

－ 

備   考 個人情報ファイルの本人の数が1,000人未満 
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